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介護休業制度Ⅵ
１　介護休業の対象者（１１条１項）

⑴　対象労働者・家族（２条２号～５号、則３条、則４条）
　介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者

（日々雇用される者を除く）です。
　「介護休業」とは、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業
をいいます。「要介護状態」とは、負傷等により２週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態（基準は次ページ参照）をいいます。「対象家族」
とは、配偶者（内縁関係も含む）、父母、子および配偶者の父母、祖父母、
兄弟姉妹および孫をいいます。

⑵　期間雇用者の介護休業（１１条１項）
　一定範囲の期間雇用者とは、申出時点において、以下のすべての要件を満
たす者です。
　①　同一の事業主に継続して雇用された期間が１年以上であること
　②　介護休業開始予定日から起算して、９３日を経過する日（９３日経過日）

から６か月経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないこ
と

※ 　なお、労働契約の形式上は期間雇用者であっても、その契約が実質的に期
間の定めのない契約と異ならない状態（１8ページ参照）となっている場合に
は、上記の一定範囲に該当するか否かにかかわらず、介護休業の対象となるのは、
育児休業と同様です。

⑶　適用除外（１２条２項、則２4条）
　以下の労働者については、労使協定で定めれば、介護休業の対象から除外
することができます。
　①　同一の事業主に継続して雇用された期間が１年未満の者
　②　その他合理的理由がある労働者として以下のいずれかに該当する者
　　ア　申出の日から９３日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
　　イ　週所定労働日数が２日以下の者

・介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女
労働者です。
・一定範囲の期間雇用者も、介護休業の対象となります。
・日々雇用される労働者、労使協定で定められた一定の労働者は、介護休
業をすることはできません。



39 Ⅵ　介護休業制度

⑷　常時介護を必要とする状態に関する判断基準
　「常時介護を必要とする常態」とは次のいずれかに該当する場合とされて
います。
　①　介護保険制度の要介護状態区分において要介護２以上であること
　②　状態①～⑫のうち、２が２つ以上または３が１つ以上該当し、かつ、

その状態が継続すると認められること

（注１）　各項目の１の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。

（注２）　各項目の２の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場

合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。

（注３）　「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も

含む。

（注４）　「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する

声かけを含む。

（注５）　⑨３の状態（「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」）には「自分や他人を傷つけることがとき

どきある」状態を含む。

（注６）　「⑫日常の意思決定｣とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

（注７）　慣れ親しんだ日常生活に関する事項（見たいテレビ番組やその日の献立等）に関する意思決定はできるが、

本人に関する重要な決定への合意等（ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等）には、指示や支援を

資料出所：厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」

必要とすることをいう。

①座位保持（10分間一人で
座っていることができ
る）

状 態 １
（注１）

２
（注２）

３
項 目

自分で可 支えてもらえればできる
（注３）

できない

②歩行（立ち止まらず、座
り込まずに５ｍ程度歩く
ことができる）

つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない

③移乗（ベッドと車いす、
車いすと便座の間を移る
などの乗り移りの動作）

自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

④水分・食事摂取（注４） 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない

⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎回ある

⑪薬の内服 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要

⑫日常の意思決定（注６） できる 本人に関する重要な意思
決定はできない（注７）

ほとんどできない

⑨物を壊したり衣類を破く
ことがある

ない ときどきある ほとんど毎日ある
（注５）

⑩周囲の者が何らかの対応
をとらなければならない
ほどの物忘れがある

ない ときどきある ほとんど毎日ある
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２　介護休業の申出（１１条２項～４項、１２条、１5条、則２３条、則２７条）

⑴　記載事項（１１条２項、３項、則２３条）
　介護休業は、次の事項を事業主に書面等で申し出ることにより行わなけれ
ばなりません（申出書様式は5９ページ）。
　①　申出の年月日
　②　労働者の氏名
　③　対象家族の氏名及び労働者との続柄
　④　対象家族が要介護状態にある事実
　⑤　休業開始予定日と終了予定日
　⑥　対象家族について、すでに取得している介護休業日数（※１）
※１ 　平成２8年１２月３１日までに取得した、介護のための所定労働時間の短縮等の

措置における利用日数は含みません。

　事業主は労働者に、上記③、④の事実を証明する書類の提出を求めること
ができます。ただし、期間雇用者が労働契約を更新する前後で、引き続き休
業をする場合には、書類の提出を求めることはできません。

⑵　事業主による休業開始日の指定（１２条３項、則２6条）
　休業の申出が開始予定日の２週間前より遅れた場合、事業主は労働者の休
業開始予定日以後、申出の日の翌日から２週間経過日までの間で、休業開始
日を指定することができます。この時、事業主は原則として申出の翌日から
３日以内に、書面で休業開始日を指定しなければなりません（申出と休業開
始予定日の間が３日より短い場合は、休業開始予定日までに指定すること）。

・労働者は、事業主に書面等で申し出ることにより介護休業を取得できま
す。
・希望通りの日から休業するためには、原則として介護休業を開始しよう
とする日の２週間前までに申し出ることが必要です。
・対象家族１人につき、通算９３日の範囲内で上限３回まで分割して介護休
業を取得することができます。
・事業主は、３８ページの労使協定がある場合を除き、要件を満たした労働
者の介護休業を拒むことはできません。
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⑶　事業主による休業期間等の通知（則７条４項、則２３条２項）
　事業主は、介護休業の申出がされたときは、書面等の方法により、以下の
事項を労働者に速やかに通知しなければなりません（様式は5７ページ参照）。
　①　介護休業申出を受けた旨
　②　介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
　③　介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

⑷　介護休業申出の撤回（１4条１項、２項）
　介護休業は休業開始日とされた日の前日までは理由を問わず、撤回するこ
とができます。ただし、同じ対象家族について２回連続して撤回した場合に
は、その後の介護申請について、事業主はこれを拒否することができます。

（厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」より抜粋）
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Ⅲ－６� 介護休業の期間３－期間の終了・申出の撤回等－�

（第１４条第１項～第３項、第１５条第３項、第４項）�
�

○� 介護休業の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。�

①� 労働者が介護休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合�

②� 介護休業をしている労働者について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった

場合�

○� 介護休業の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなか

ったことになります。�

○� 介護休業の開始の前日までであれば、労働者は介護休業の申出ごとに、介護休業の申出を撤回

することができます。ただし、同じ対象家族について２回連続して介護休業の申出を撤回した場

合には、それ以降の介護休業の申出について、事業主は拒むことができます。�

�

����「対象家族を介護しないこととなった場合」とは、具体的に次の場合をいいます（法第 �� 条�

第 � 項、則第 �� 条）。�

①� 対象家族の死亡�

②� 離婚、婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅�

③� 労働者が負傷、疾病等により対象家族を介護できない状態になったこと�

�

����対象家族を介護しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません

（法第 ��条第４項）。�

�

���介護休業の申出が２回連続して撤回された場合には、事業主はそれ以降の介護休業申出について拒む

ことができます（法第 ��条第２項）。�

つまり、労働者は１回目の申出を撤回した後、２回目の申出による介護休業を取得すれば（１回目

の介護休業取得）、３回目の申出も事業主から拒まれることはありません。しかし、２回目の申出も

撤回した場合には、３回目以降の申出については、事業主は拒むことができます。�

１回目の

申出 
２回目の申出 
（介護休業①） 

３回目の申出 
（介護休業②） 

撤回 

取得 

事業主は拒むことは

できません。 

１回目の

申出 
２回目の

申出 
３回目の申出 
（介護休業①） 

撤回 撤回 ３回目の申出については、事

業主は拒むことができます。 ２回連続の撤回� ⇒ 

取得 

取得 
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����労働者が、介護休業を終了する日の繰下げ変更をする場合は、当初介護休業を終了しようとしてい

た日の２週間前までに変更の申出をしなければなりません（法第 ��条、則第 ��条）。�

��

（例）�������������������� � � � ���������������� � ����������������������������
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労働者は、この間に�
申し出ることにより、�
１回に限り介護休業を
終了しようとする日の
繰下げ可�

�
�
�
�
�

�
�

２週間�
�
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�
�

�
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�
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９３日�

�

�

����また、介護休業を終了する日の繰下げ変更の申出には、下記の事項を記載した書面の提出が必要で

す（法第 �� 条、則第 ��条）。事業主が適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等（※１）

によることも可能です。�

①� 変更の申出の年月日�

②� 変更の申出をする労働者の氏名�

③� 変更後休業を終了しようとする日�

�

※１� 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成

できるものに限ります。�

また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申

出が含まれます。�

�

�

�

�

�

�

�

�

ポイント解説�

★� この法律では、介護休業を開始する日の繰上げ・繰下げ変更や介護休業を終了する日の繰上

げ変更は、労働者の申出だけでは当然にはできません。このような場合は、変更を希望する労

働者と事業主とでよく話し合ってどうするかを決めることになります。労働者が希望した場合

には休業期間を変更できる旨の取決めやその手続等をあらかじめ就業規則等で明記しておく

ことが望ましいと考えられます。�

�
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３　介護休業の期間（１１条２項、１5条１項、３項、９条の２）

⑴　介護休業の取得期間（１１条２項、１5条１項）
　介護休業は、要介護状態にある対象家族１人につき通算９３日間まで３回を
上限として分割取得をすることができます。育児・介護休業法には、介護休
業の１回の取得期間についての定めはなく、通算９３日間まで労働者が申し出
た期間取得できることになっています。

⑵　介護休業期間の変更（１３条、則２７条、則２8条）
　労働者は、当初の終了予定日の２週間前までに申し出ることにより、事由
を問わず、１回に限り介護休業の終了予定日を繰下げることができます。育
児休業と異なり、開始予定日の繰上げ変更については、特に規定されていま
せんが、労働者の希望により変更を認める制度を設けることも可能です。

⑶　介護休業の終了事由等（１5条３項、則３１条）
　介護休業は、通常、労働者が申し出た休業終了予定日に終了しますが、以
下の場合には、労働者の意思にかかわらず終了します。
　①　終了予定日の前日までに、以下ア～ウまでの事由により対象家族を介

護しないこととなった場合等の事由
　　　ア　対象家族の死亡
　　　イ　対象家族と労働者の親族関係の消滅
　　　ウ　労働者が対象家族を介護できない状態になったこと
　②　終了予定日までの労働者について、産前産後休業、育児休業または新

たな介護休業が始まったこと

⑷　対象家族を介護しないこととなった場合（１4条３項、８条３項、則３０条）
　介護休業の開始後に、上記①ア～ウの事由が生じた場合、労働者は遅滞な
く事業主に通知しなければなりません。
　また、介護休業申出後、介護休業開始前に上記①ア～ウの事由が生じた場
合は、そもそも介護休業の申出はされなかったものとみなされます。この場
合も事業主に速やかに通知をしなければなりません。

・介護休業は、要介護状態にある対象家族１人につき通算して９３日まで３
回を上限として分割取得することができます。
・労働者は、２週間前までに申し出ることにより、終了予定日の繰下げ変
更をすることができます。
・終了事由があった場合、介護休業は当然に終了します。
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４　賃金・社会保険等

⑴　介護休業中の賃金
　介護休業中の賃金の支払いについては、法律で定められていません。労使
の話し合いによります。

⑵　介護休業給付金
　雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介
護休業給付金の支給を受けることができます。
　①　支給対象者
　　　介護休業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が１１日以上ある月が１２

か月以上ある者。
　②　給付額（※１）
　　　原則として、以下の額となります。
　　
　　　
　※１ 　ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の

額が休業開始時賃金日額×支給日数の8０％を超えるときは、給付金が支給
されません。また、8０％に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が
減額される場合があります。

　※２ 　休業開始時賃金日額は、原則として、介護休業開始前６か月間の総支給
額（保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。）を１8０で除した額です。

⑶　社会保険料
　介護休業に関しては、社会保険料の免除の制度はありません。支払い方法
などについて、労使で定めておくことが必要です。

・介護休業中の賃金の支払いについては、法定されていません。
・雇用保険の被保険者は一定の要件を満たすと、介護休業給付金の支給を
受けることができます。

休業開始時賃金日額（※２）×支給日数×６７％

お問合せ先  ：事業所を管轄するハローワーク




